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(57)【要約】
【課題】高所等で作業中の被着者が落下等した際に、作
業着が脱げてしまわず、かつ被着者の身体にかかる衝撃
を確実に分散させることができる安全作業着を提供する
。
【解決手段】安全作業着は、作業着本体とハーネスとを
含む。作業着本体は、作業着背面部と、一対の肩ベルト
と、腰ベルトと、一対の太ももベルトとを備える。ハー
ネスは、縦ベルトと、横ベルトとを備え、縦ベルトと横
ベルトとは、被着者の身体の前面で結合されている。縦
ベルトは、ランヤード被係止部を有し、被着者の臀部の
下部において作業着本体に固定されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　作業着本体とハーネスとを含んで構成される安全作業着であって、
　前記作業着本体は、
　被着者の両肩から臀部にわたる背面を覆うように形成された作業着背面部と、
　前記被着者の両肩それぞれの位置から両脇下部それぞれの位置にわたって配置される一
対の肩ベルトと、
　前記被着者の腰回りに円環状に配置される腰ベルトと、
　前記被着者の両太ももの上部のそれぞれに円環状に配置される一対の太ももベルトとを
備え、
　前記ハーネスは、
　前記被着者の臀部の下部から該臀部の両側部を経由して該被着者の身体の前面側に回り
込み、それぞれの肩方向に延びて該被着者の背面側に回り込むように配置された縦ベルト
と、
　前記被着者の腰回りに配置された横ベルトとを備え、
　前記縦ベルトと前記横ベルトとは、前記被着者の身体の前面で結合されており、
　前記縦ベルトは、
　前記被着者に装着されたときに該被着者の背面の上部に配置される位置に、ランヤード
の一方のフックを係止するランヤード被係止部を有し、
　前記被着者の臀部の下部において前記作業着本体に固定されていることを特徴とする安
全作業着。
【請求項２】
　請求項１に記載の安全作業着において、
　前記作業着本体は、
　前記被着者の腰部に配置され、該腰部の形状に対応したバックプレートと、
　前記被着者の背骨を避けるように前記バックプレートの中央左右からＶ字状に該被着者
の肩方向に延びる一対の帯状弾性体とを有し、
　前記一対の帯状弾性体は、上側屈曲部と下側屈曲部とを有する前記被着者の背面部の形
状に対応した側面視Ｓ字状の形状であることを特徴とする安全作業着。
【請求項３】
　請求項２に記載の安全作業着において、
　前記作業着本体は、前記作業着背面部において前記腰ベルトの下方に配置された作業着
本体結合部により、作業着上部と作業着下部とに分離可能に結合されていることを特徴と
する安全作業着。
【請求項４】
　請求項１～３の何れかに記載の安全作業着において、
　前記縦ベルトは、前記被着者の背面の上部から、該被着者の左右の体側部をそれぞれ経
由して該被着者の身体の前面に向かって延びる一対の脇ベルトを有し、
　前記一対の脇ベルトそれぞれは、前記被着者の身体の前面側の端部が、前記縦ベルトに
摺動自在に固定されており、
　前記一対の脇ベルトそれぞれの長さは、前記被着者が前記ランヤードを介して宙づりに
なった場合の前記ランヤード被係止部が設けられている位置から該被着者の脇下の位置ま
での前記縦ベルトの長さよりも所定程度長く調整されていることを特徴とする安全作業着
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高所等で作業中の被着者の安全を確保できる作業着に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　従来、作業者の上半身に着用する高所作業用の作業着が知られている。（特許文献１参
照）。
【０００３】
　特許文献１の補助具によれば、高所作業時における作業者の落下を防止することができ
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１６－１６８２９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　この種の作業着は、高所等で作業中の被着者が落下等した際に、作業着が脱げてしまわ
ないことと、落下等の衝撃が被着者の身体の狭い範囲に集中してしまわないこととが求め
られる。
【０００６】
　作業着が脱げてしまえば、被着者の落下等を防止することができないために、安全作業
着としての機能を果しえず、また落下等の衝撃が被着者の身体の狭い範囲に集中すると、
被着者の皮膚を傷つけたり、あるいは内臓を損傷させたりするなどのおそれがあるためで
ある。
【０００７】
　しかしながら、特許文献１の作業着においては、落下時等に作業着が脱げる事態を防止
するための機構として、両端を作業着に固定又は係止できる紐又はベルトのような形状の
前後連結部を被着者の股下を通して用いている。
【０００８】
　紐又はベルトのような形状の部材を被着者の股下を通した場合、落下等の衝撃が被着者
の股下に集中し、被着者の足の付け根に圧迫がかかってしまう。また、作業着が脱げる事
態を防止するための紐又はベルトに落下等の衝撃が集中すると、当該紐又はベルトを作業
着に固定又は係止している部分が破損し、結果として作業着が脱げてしまうおそれがある
。
【０００９】
　このように、特許文献１の作業着では、高所等で作業中の被着者が落下等した際に、作
業着が脱げてしまうことを防止できないおそれがあり、また落下等の衝撃が被着者の股下
に集中し、被着者の足の付け根に圧迫がかかってしまう。
【００１０】
　本発明の目的は、かかる従来技術の課題に鑑み、高所等で作業中の被着者が落下等した
際に、作業着が脱げてしまわず、かつ該被着者の身体にかかる衝撃を確実に分散させるこ
とができる安全作業着を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の安全作業着は、
　作業着本体とハーネスとを含んで構成される安全作業着であって、
　前記作業着本体は、
　被着者の両肩から臀部にわたる背面を覆うように形成された作業着背面部と、
　前記被着者の両肩それぞれの位置から両脇下部それぞれの位置にわたって配置される一
対の肩ベルトと、
　前記被着者の腰回りに円環状に配置される腰ベルトと、
　前記被着者の両太ももの上部のそれぞれに円環状に配置される一対の太ももベルトとを
備え、
　前記ハーネスは、
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　前記被着者の臀部の下部から該臀部の両側部を経由して該被着者の身体の前面側に回り
込み、それぞれの肩方向に延びて該被着者の背面側に回り込むように配置された縦ベルト
と、
　前記被着者の腰回りに配置された横ベルトとを備え、
　前記縦ベルトと前記横ベルトとは、前記被着者の身体の前面で結合されており、
　前記縦ベルトは、
　前記被着者に装着されたときに該被着者の背面の上部に配置される位置に、ランヤード
の一方のフックを係止するランヤード被係止部を有し、
　前記被着者の臀部の下部において前記作業着本体に固定されていることを特徴とする。
【００１２】
　本発明の安全作業着は、作業着本体とハーネスとを含んで構成される。そして作業着本
体は、被着者の両肩それぞれの位置から両脇下部それぞれの位置にわたって配置される一
対の肩ベルトと、被着者の腰回りに円環状に配置される腰ベルトと、被着者の両太ももの
上部のそれぞれに円環状に配置される一対の太ももベルトとを備えている。
【００１３】
　これにより、高所等で作業中の被着者が落下等した際に、安全作業着が被着者の頭部方
向及び脚方向のいずれからも脱げてしまうことを防止できる。
【００１４】
　そしてハーネスは、被着者の臀部の下部から該臀部の両側部を経由して該被着者の身体
の前面側に回り込み、それぞれの肩方向に延びて被着者の背面側に回り込むように配置さ
れた縦ベルトと、被着者の腰回りに配置された横ベルトとを備えており、縦ベルトは、被
着者の臀部の下部において作業着本体に固定されている。
【００１５】
　これにより、被着者が落下等した際には、縦ベルトが被着者の臀部の下部から外れてし
まうことがなく、また、横ベルトのうち被着者の腰部に位置する部分と、縦ベルトのうち
被着者の臀部の下部に位置する部分と、作業着背面部のうち横ベルトと縦ベルトとに挟ま
れる部分とが形成する面が、ブランコの座面のように機能して当該面の範囲に落下等の衝
撃が分散されるので、落下等の衝撃が被着者の股下に集中して被着者の足の付け根に圧迫
がかかってしまうことを防止できる。
【００１６】
　また、縦ベルトと横ベルトとは、被着者の身体の前面で結合されている。なお、ここに
おいて「結合」とは、着脱自在に結合することと、着脱できないように結合することとの
両方を含む。
【００１７】
　これにより、被着者が落下等した際には、被着者の腰が横ベルトにより支えられて被着
者の姿勢が安定するので、落下等時にランヤードを介して宙釣りになっても被着者は身動
きを取りやすい。
【００１８】
　このように、本発明の安全作業着によれば、高所等で作業中の被着者が落下等した際に
、作業着が脱げてしまわず、かつ該被着者の身体にかかる衝撃を確実に分散させることが
できる。
【００１９】
　本発明の安全作業着において、
　前記作業着本体は、
　前記被着者の腰部に配置され、該腰部の形状に対応したバックプレートと、
　前記被着者の背骨を避けるように前記バックプレートの中央左右からＶ字状に該被着者
の肩方向に延びる一対の帯状弾性体とを有し、
　前記一対の帯状弾性体は、上側屈曲部と下側屈曲部とを有する前記被着者の背面部の形
状に対応した側面視Ｓ字状の形状であることが好ましい。
【００２０】
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　ランヤードはその重量が数ｋｇにも及ぶも場合があり、ハーネスにランヤードを係止し
た状態で安全作業着の被着者が作業を行うことは、被着者にとって肉体的な疲労を生じさ
せる。そして、作業を継続することによる疲労の蓄積にともなって被着者の集中力、注意
力が低下してしまうことは、被着者の落下等の事故を発生させる原因の一つである。
【００２１】
　そのため安全作業着は、疲労を蓄積させない構造となっていることがより好ましい。
【００２２】
　本発明の安全作業着においては、被着者の腰部からＶ字状に該被着者の肩方向に延びる
一対の帯状弾性体が備えられており、常時被着者の姿勢が支えられる。そのため、ランヤ
ードの重量が被着者に生じさせる肉体的な疲労を軽減することができる。
【００２３】
　これに加え、被着者が直立姿勢から前屈姿勢に移る時は帯状弾性体が被着者の身体の前
屈に併せて変形される。
【００２４】
　そして、この前屈姿勢から、例えば重い荷物を持ち上げながら立ち上がろうとすると、
帯状弾性体の復元力が作業着背面部を介して被着者の上半身を起き上がらせる方向に作用
する。
【００２５】
　この結果、前屈時に帯状弾性体の変形作用により蓄勢された復元力が被着者の上半身に
作用して負荷が軽減されるため、荷物等を楽に持ち上げることができると共に作業者の腕
の力以上の重さの荷物を持ち運ぶことができる。
【００２６】
　これにより、被着者の作業中の姿勢の変化、荷物の積み降ろし及び移動等に伴う被着者
の負担を軽減できる。
【００２７】
　また、帯状弾性部材を被着者の背面部の形状に対応した側面視Ｓ字状に形成することで
、直立時及び着座時において側面視Ｓ字状に形成された帯状弾性部材が被着者の脊椎（背
骨）のＳ字カーブに沿って背中を保持する。そのため、安全作業着の装着による違和感が
少ない。
【００２８】
　このように、本発明の安全作業着によれば、高所等で作業中の被着者が落下等した際に
、作業着が脱げてしまわず、かつ該被着者の身体にかかる衝撃を確実に分散させることが
できるとともに、被着者の疲労の蓄積を軽減することができる。
【００２９】
　本発明の安全作業着において、
　前記作業着本体は、前記作業着背面部において前記腰ベルトの下方に配置された作業着
本体結合部により、作業着上部と作業着下部とに分離可能に結合されていることが好まし
い。
【００３０】
　本発明の安全作業着においては、作業着本体は、作業着背面部において腰ベルトの下方
に配置された作業着本体結合部により、作業着上部と作業着下部とに分離可能に結合され
ている。
【００３１】
　これにより、高所以外の場所で作業をする場合には必ずしも必要ではないハーネス及び
作業着本体の下半分を外した状態にして用いることができるので、高所以外の場所で作業
をする被着者の作業中の姿勢の変化、荷物の積み降ろし及び移動等に伴う被着者の負担も
軽減でき、安全作業着の用途がさらに広がる。
【００３２】
　このように、本発明の安全作業着によれば、高所等で作業中の被着者が落下等した際に
、作業着が脱げてしまわず、かつ該被着者の身体にかかる衝撃を確実に分散させることが
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できるとともに、高所で作業をするか高所以外の場所で作業をするかに応じて使用形態を
切り替えさせながら被着者の疲労の蓄積を軽減することができる。
【００３３】
　本発明の安全作業着において、
　前記縦ベルトは、前記被着者の背面の上部から、該被着者の左右の体側部をそれぞれ経
由して該被着者の身体の前面に向かって延びる一対の脇ベルトを有し、
　前記一対の脇ベルトそれぞれは、前記被着者の身体の前面側の端部が、前記縦ベルトに
摺動自在に固定されており、
　前記一対の脇ベルトそれぞれの長さは、前記被着者が前記ランヤードを介して宙づりに
なった場合の前記ランヤード被係止部が設けられている位置から該被着者の脇下の位置ま
での前記縦ベルトの長さよりも所定程度長く調整されていることが好ましい。
【００３４】
　本発明の安全作業着において縦ベルトは、一対の脇ベルトを有している。そして当該脇
ベルトは、被着者の背面の上部から、被着者の左右の体側部をそれぞれ経由して被着者の
身体の前面に向かって延びるように配置されており、その一端が被着者の身体の前面で、
縦ベルトに固定されている。
【００３５】
　これにより、縦ベルトと一対の脇ベルトが形成する輪に両腕をそれぞれ通してハーネス
を装着することでハーネス自体を被着者の両腕に引っかけることができるので、安全作業
着を装着した際の被着者の安心感が高まる。
【００３６】
　また、被着者が落下等してランヤードを介して宙づりになった場合には、ランヤード被
係止部が設けられている位置を頂点として、上方向に縦ベルトが引き上げられた状態とな
る。このときに脇ベルトが縦ベルトに動かないように固定されていると、縦ベルトが引き
上げられたときに脇ベルトが被着者の脇の下を圧迫してしまう可能性がある。
【００３７】
　本発明の安全作業着において一対の脇ベルトは、縦ベルトに摺動自在に固定されており
、その長さは、被着者が落下等してランヤードを介して宙づりになった場合のランヤード
被係止部が設けられている位置から被着者の脇下の位置までの縦ベルトの長さよりも所定
程度長く調整されている。
【００３８】
　これにより、被着者が落下等してランヤードを介して宙づりになった場合には、一対の
脇ベルトの一端が縦ベルト上をすべるように移動して適度な位置で止まるとともに、その
長さは、ランヤード被係止部が設けられている位置から被着者の脇下の位置までの縦ベル
トの長さよりも所定程度長いので、脇ベルトが被着者の脇の下を圧迫することを防止でき
る。
【００３９】
　このように、本発明の安全作業着によれば、高所等で作業中の被着者が落下等した際に
、作業着が脱げてしまうことを確実に防止し、また被装着者の安心感を高めつつ、かつ該
被着者の身体にかかる衝撃を確実で効果的に分散させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明の安全作業着の第１の実施形態の正面図。
【図２Ａ】本発明の安全作業着を装着した被着者の正面図。
【図２Ｂ】本発明の安全作業着を装着した被着者の背面図。
【図３】本発明における被着者が落下した状態の説明図。
【図４Ａ】帯状弾性体とバックプレートの側面図。
【図４Ｂ】帯状弾性体とバックプレートの斜視図。
【図５】被着者が少し前屈した時の説明図。
【図６】被着者が大きく前屈した時の説明図。
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【発明を実施するための形態】
【００４１】
　図を用いて、本実施形態の安全作業着について説明する。なお同一の構成については、
同一の符号を付して説明を省略することがある。
【００４２】
　まず、図１～図２Ｂを参照して、本実施形態の安全作業着の全体構成について説明する
。本実施形態の安全作業着は、作業着本体１と、ハーネス２とを含んで構成される。
【００４３】
　作業着本体１は、作業着背面部１０と、一対の肩ベルト２０ａ、２０ｂと、腰ベルト３
０と、一対の太ももベルト４０ａ、４０ｂとを備える。あるいはさらに作業着本体１は、
バックプレート７０と、一対の帯状弾性体８０ａ、８０ｂと、作業着本体結合部９０とを
備えていてもよい。
【００４４】
　作業着背面部１０は、被着者Ｗの背面の両肩から臀部にわたる部位を覆うように形成さ
れている。
【００４５】
　一対の肩ベルト２０ａ、２０ｂは、被着者Ｗの両肩それぞれの位置から両脇下部それぞ
れの位置にわたって配置されている。肩ベルト２０ａ、２０ｂの両端は作業着背面部１０
とつながっており、一対の肩ベルト２０ａ、２０ｂそれぞれと、作業着背面部１０とが形
成する輪に両腕をそれぞれ通して作業着本体を装着する。
【００４６】
　一対の肩ベルト２０ａ、２０ｂとしては種々の構成を採用しうるが、例えば一対の肩ベ
ルト２０ａ、２０ｂそれぞれは、左右の脇下部それぞれから被着者の身体の前面に回り込
んで被着者の胸部の中央に向かって延びる胸ベルト２０３ａ、２０３ｂと、両肩それぞれ
から胸ベルト２０３ａ、２０３ｂの方向に下がるように延びる下向ベルト２０３ｃ、２０
３ｄとにより構成される。
【００４７】
　そして、例えば左側の胸ベルト２０３ｂは、その端部に第１角管２０１ａが固定されて
おり、右側の胸ベルト２０３ａの端部を当該第１角管２０１ａに貫通させ、右側の胸ベル
ト２０３ａの表面に設けられた面ファスナーが向かい合うように折り返して重ね合わせる
ことにより、両胸ベルト２０３ａ、２０３ｂを被着者の胸の位置に着脱自在に固定するこ
とができるように構成されている。
【００４８】
　また、両胸ベルト２０３ａ、２０３ｂそれぞれは、その左右方向の中ごろに上方向に向
かって伸びる上向ベルト２０３ｅ、２０３ｆを有している。
【００４９】
　そして、例えば右側の下向ベルト２０３ｃは、その端部に第２角管２０１ｂが固定され
ており、右側の上向ベルト２０３ｅの端部を当該第２角管２０１ｂに貫通させ、右側の上
向ベルト２０３ｅの表面に設けられた面ファスナーが向かい合うように折り返して重ね合
わせることにより右側の下向ベルト２０３ｃと右側の上向ベルト２０３ｅとを着脱自在に
固定することができる。左側の下向ベルト２０３ｄ及び上向ベルト２０３ｆも同様に構成
される。
【００５０】
　腰ベルト３０は、被着者の腰回りに円環状に配置される。腰ベルト３０は、例えば被着
者Ｗの右腰脇部の位置から下腹部の上部の位置に延びるように配置される右腰ベルト３０
ａと、該被着者Ｗの左腰脇部の位置から下腹部の上部の位置に延びるように配置される左
腰ベルト３０ｂとにより、被着者Ｗの左右方向から巻き付くように構成されている。そし
て右腰ベルト３０ａと左腰ベルト３０ｂとは、被着者Ｗの下腹部の上部において重なり合
うように構成され、右腰ベルト３０ａと左腰ベルト３０ｂとの重なり合う面同士を着脱自
在に係止する一対の腰ベルト係止部３０１ａ、３０１ｂを有する。一対の腰ベルト係止部
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３０１ａ、３０１ｂは、例えば面ファスナーである。
【００５１】
　一対の太ももベルト４０ａ、４０ｂは、被着者Ｗの両太ももの上部のそれぞれに円環状
に配置される。
【００５２】
　一対の太ももベルト４０ａ、４０ｂは、それぞれが例えば被着者Ｗの太ももの外側から
前面に延びるように配置される外側太ももベルト４０ｃ、４０ｄと、被着者Ｗの大腿部の
内側から前面に延びるように配置される内側太ももベルト４０ｅ、４０ｆにより、被着者
Ｗの両太もも上部の内外両側から巻き付くように構成されている。
【００５３】
　そして外側太ももベルト４０ｃ（４０ｄ）と内側太ももベルト４０ｅ（４０ｆ）とは、
被着者Ｗの太ももの前面において重なり合うように構成され、外側太ももベルト４０ｃ（
４０ｄ）と内側太ももベルト４０ｅ（４０ｆ）との重なり合う面同士を着脱自在に係止す
る一対の太ももベルト係止部４０１ａ（４０１ｂ）、４０１c（４０１d）を有する。一対
の太ももベルト係止部４０１ａ（４０１ｂ）、４０１c（４０１d）は、例えば面ファスナ
ーである。
【００５４】
　なお、外側太ももベルト４０ｃ（４０ｄ）と内側太ももベルト４０ｅ（４０ｆ）との重
なり合う面同士を着脱自在に係止させた状態がはずれてしまうことを防止するため、図１
及び図２Ａに示すように、はずれ防止部４０ｇ（４０ｈ）がさらに備えられていてもよい
。はずれ防止部４０ｇ（４０ｈ）の構造としては、外側太ももベルト４０ｃ（４０ｄ）と
内側太ももベルト４０ｅ（４０ｆ）との重なり合う面同士を着脱自在に係止させた状態が
はずれてしまうことを防止できる種々の構造を採用しうる。
【００５５】
　あるいはさらに本発明の安全作業着の作業着背面部１０は、バックプレート７０及び被
着者Ｗの腰部からＶ字状に被着者Ｗの肩方向に延びる一対の帯状弾性体８０ａ，８０ｂを
内蔵するためのバックプレートポケット８１０及び弾性体ポケット８１１ａ、８１１ｂを
備えていてもよい。これらの構成については後述する。
【００５６】
　作業着本体結合部９０は、作業着背面部１０において腰ベルト３０の下方に配置されて
おり、作業着本体１を、作業着上部１ａと作業着下部１ｂとに分離可能に結合している。
作業着本体結合部９０は、例えば作業着背面部１０の左右の端から端までを横方向に向か
うように配置されたファスナーである。
【００５７】
　これにより、高所以外の場所で作業をする場合には必ずしも必要ではないハーネス２及
び作業着本体１の下半分を外した状態にして用いることができるので、高所以外の場所で
作業をする被着者Ｗの作業中の姿勢の変化、荷物の積み降ろし及び移動等に伴う被着者Ｗ
の負担も軽減でき、安全作業着の用途がさらに広がる。
【００５８】
　ハーネス２は、縦ベルト５０と、横ベルト６０とを備える、いわゆるフルハーネス型の
安全帯である。ハーネス２は、縦ベルト５０と、横ベルト６０とによるシンプルな構成で
あるので、従来のフルハーネス型安全帯に比して部品点数が抑えられるとともに短い部材
で製造可能である。そのため、ハーネスの製造コストを低減することができる。
【００５９】
　縦ベルト５０は、被着者Ｗの臀部の下部から該臀部の両側部を経由して該被着者Ｗの身
体の前面側に回り込み、それぞれの肩方向に延びて被着者Ｗの背面側に回り込むように配
置されている。なお、縦ベルト５０は１本のベルトにより形成されていることがより好ま
しい。これにより、縦ベルト５０がシンプルな構成となりハーネスの製造コストが低減さ
れるとともに、縦ベルト５０の強度が増すので被着者Ｗの安心感がより高まる。
【００６０】
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　縦ベルト５０は、ランヤード被係止部５０１を有している。なお縦ベルト５０は、被着
者Ｗの臀部の下部において作業着本体１に例えば縫い付けられることにより固定されてい
る。
【００６１】
　また、縦ベルト５０は、被着者Ｗの背面の上部から、被着者Ｗの左右の体側部をそれぞ
れが経由して被着者Ｗの身体の前面に向かって延びる一対の脇ベルト５０３ａ、５０３ｂ
を有していてもよい。
【００６２】
　一対の脇ベルト５０３ａ、５０３ｂそれぞれは、被着者Ｗに装着されたときに該被着者
Ｗの身体の前面側に配置される端部５０３ｃ、５０３ｄが、縦ベルト５０に摺動自在に固
定されている。
【００６３】
　これにより、縦ベルト５０と一対の脇ベルト５０３ａ、５０３ｂが形成する輪に両腕を
それぞれ通してハーネス２を装着することでハーネス２自体を被着者Ｗの両腕に引っかけ
ることができるので、安全作業着を装着した際の被着者Ｗの安心感が高まる。
【００６４】
　なお本実施形態においては、図２Ｂに示すように、被着者Ｗの右肩の側から背面側に回
り込む縦ベルト５０がそのまま被着者Ｗの左右の体側部を経由して身体の前面に向かって
延びる脇ベルト５０３ｂとなっている。すなわち縦ベルト５０と脇ベルト５０３ｂとが一
本のベルトとして一体的に形成されている。他方の脇ベルト５０３ａも同様の構成である
ので、被着者Ｗの背面でベルトがクロスするように配置されることとなる。また当該ベル
トがクロスする部分は、例えば互いに縫い付けられることなどにより固定されている。
【００６５】
　また、一対の脇ベルト５０３ａ、５０３ｂそれぞれの長さは、被着者Ｗがランヤードを
介して宙づりになった場合のランヤード被係止部５０１が設けられている位置から該被着
者Ｗの脇下の位置までの縦ベルト５０の長さよりも所定程度長く調整されている。
【００６６】
　これにより、被着者Ｗが落下等してランヤードを介して宙づりになった場合には、一対
の脇ベルト５０３ａ、５０３ｂの端部５０３ｃ、５０３ｄが縦ベルト５０上を上方にすべ
るように移動して適度な位置で止まるとともに、その長さは、ランヤード被係止部５０１
が設けられている位置から被着者Ｗの脇下の位置までの縦ベルト５０の長さよりも所定程
度長いので、脇ベルト５０３ａ、５０３ｂが被着者の脇の下を圧迫することを防止できる
。
【００６７】
　ランヤード被係止部５０１は、安全作業着が被着者Ｗに装着されたときに被着者Ｗの背
面の上部に配置される位置に設けられた、ランヤードの一方のフックを係止する部材であ
り、例えばＤ管である。本実施形態においてランヤード被係止部５０１は、図２Ｂに示す
ように、被着者Ｗの背面でベルトがクロスしている位置に配置されている。
【００６８】
　横ベルト６０は、被着者Ｗの腰回りに配置されており、例えばバックル６０１を含んで
被着者Ｗの身体の前面にて左右に分離自在に構成されているので、当該バックル６０１を
用いてハーネス２を被着者Ｗの腰回りに着脱自在に固定できる。
【００６９】
　横ベルト６０は、被着者Ｗの腰部から下腹部の上部にわたる部位に環状に配置され、例
えば作業着背面部１０の表面において被着者Ｗの腰部の位置に複数（例えば４つ）設けら
れた横ベルト通し３０３に通して配置されて、当該横ベルト通しにより上下方向への移動
を規制されつつ、被着者Ｗの腰回りにて摺動自在に支持されている。
【００７０】
　縦ベルト５０と横ベルト６０とは、被着者Ｗの身体の前面で例えば金具などにより着脱
自在に結合されている。なお縦ベルト５０と横ベルト６０とは、着脱自在であることが必
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要でなければ、例えば互いに縫い付けられることなどにより固定されていてもよい。
【００７１】
　作業着本体１及びハーネス２を形成する素材としては高所等で作業中の被着者が落下等
してランヤードを介して被着者Ｗが宙づりになって切れたり裂けたりしてしまわない十分
な耐久性を有する限りあらゆる素材を用いてよい。
【００７２】
　すなわち例えば、作業着本体１を形成する素材としては例えば通気性のあるポリエステ
ル製メッシュ素材、ニットやジャージー、パワーネット、ゴムやクロロプレンなどを適宜
に使用してよい。そして、ハーネス２を形成する素材としては例えばポリエステル、ポリ
プロピレン等を適宜に用いてよい。
【００７３】
　また、作業着本体１及びハーネス２は、それぞれがすべて同一の素材で形成されていて
もよいし、異なる素材を組み合わせて形成されていてもよい。
【００７４】
　そして、本実施形態のハーネス２は、ランヤードの他方のフックを着脱自在に係止させ
る他方フック被係止部６０３を有している。他方フック被係止部６０３は、例えばフック
状の部材により形成されており、ランヤードの他方のフックをひっかけることができるよ
うに構成されている。
【００７５】
　本実施形態において他方フック被係止部６０３は、ハーネス２の被着者Ｗの腰部の右側
部にあたる部分に設けられているが、被着者Ｗによるランヤードの他方のフックの着脱動
作等を妨げない限りにおいて、安全作業着の任意の場所に設けられてよい。
【００７６】
　次に、図３を参照して本発明の安全作業着の高所等で作業中の被着者Ｗが落下等した際
の使用状態について説明する。
【００７７】
　高所等で作業中の被着者Ｗが落下等した際には、図３に示すようにランヤード１００を
介して被着者Ｗが宙づりになることが想定される。図３は、被着者Ｗが宙づりになった状
態を右側から見た図である。
【００７８】
　作業着本体１は、肩ベルト２０ａ（２０ｂ）と作業着背面部１０とが形成する輪に腕が
通されて作業着本体が装着される。また作業着本体１は、腰ベルト３０により被着者Ｗの
腰部に巻き付いており、太ももベルト４０ａ（４０ｂ）により被着者Ｗの両太ももの上部
に巻き付いている。
【００７９】
　これにより、高所等で作業中の被着者Ｗが落下等した際に、安全作業着が被着者Ｗの頭
部方向及び脚方向のいずれからも脱げてしまうことが防止できる。
【００８０】
　そしてハーネス２の縦ベルト５０は、被着者Ｗの臀部の下部において作業着本体１に固
定されている。
【００８１】
　これにより、被着者Ｗが落下等した際には、縦ベルト５０が被着者Ｗの臀部の下部から
外れてしまうことがなく、また、横ベルト６０のうち被着者の腰部に位置する部分と、縦
ベルト５０のうち被着者Ｗの臀部の下部に位置する部分と、作業着背面部１０のうち横ベ
ルト６０と縦ベルト５０とに挟まれる部分とが形成する面が、ブランコの座面のように機
能して当該面の範囲に落下等の衝撃が分散されるので、落下等の衝撃が被着者Ｗの股下に
集中して被着者Ｗの足の付け根に圧迫がかかってしまうことを防止できる。
【００８２】
　また、縦ベルト５０と横ベルト６０とは、被着者Ｗの身体の前面で結合されている。こ
れにより、被着者Ｗが落下等した際には、被着者Ｗの腰が横ベルト６０により支えられて
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被着者Ｗの姿勢が安定するので、落下等時にランヤード１００を介して宙釣りになっても
被着者Ｗは身動きを取りやすい。
【００８３】
　以上説明したように、本発明によれば、高所等で作業中の被着者Ｗが落下等した際に、
該被着者Ｗの身体にかかる衝撃を確実に分散させることができる安全作業着を提供するこ
とができる。
【００８４】
　＜その他の実施形態＞
　以下においては、その他の実施形態として、図２Ｂ及び図４Ａ～図６を参照し、本発明
の安全作業着がバックプレート７０と、帯状弾性体８０ａ、８０ｂとを備える場合の実施
形態について説明する。
【００８５】
　この場合、作業着背面部１０には、バックプレート７０を内蔵するためのバックプレー
トポケット８１０と、一対の帯状弾性体８０ａ、８０ｂをそれぞれ内蔵するための弾性体
ポケット８１１ａ、８１１ｂが作業着背面部１０と一体的に形成されている。
【００８６】
　バックプレートポケット８１０は例えばその下端部に開口部８１３を有している。バッ
クプレートポケット８１０の横幅及び上下方向の長さは、バックプレート７０を開口部８
１３から挿入して内蔵させることができる十分な長さとなるように形成される。
【００８７】
　弾性体ポケット８１１ａ、８１１ｂは、その下端部にバックプレートポケット８１０の
上端部へと開口する一対のポケット開通穴を有している。弾性体ポケットそれぞれの横幅
及び上下方向の長さは、帯状弾性体８０ａ、８０ｂをポケット開通穴それぞれから挿入し
て内蔵させることができる十分な長さとなるように形成される。
【００８８】
　バックプレートポケット８１０及び弾性体ポケット８１１ａ、８１１ｂは、例えばナイ
ロン製であるが、材質はナイロンに限らずストレッチ素材、パワーネット、ゴムなどを使
用することも可能である。
【００８９】
　バックプレート７０は、被着者Ｗの腰部に配置され、該腰部の形状に対応した形状に形
成されている。材質は例えばＰＰ材（ポリプロピレン）であるがこれに限定されず、ナイ
ロン、ポリエチレン、繊維強化プラスチックなどの樹脂、または金属板なども使用可能で
ある。
【００９０】
　バックプレート７０は、図４Ａ、図４Ｂに示す通り、リベット７０１ａ、７０１ｂによ
り帯状弾性体８０ａ、８０ｂと固定されている。
【００９１】
　一対の帯状弾性体８０ａ，８０ｂは、被着者Ｗの背骨を避けるようにバックプレート７
０の中央左右からＶ字状に被着者Ｗの肩方向に延びるように配置される。帯状弾性体８０
ａ、８０ｂの上端８０３ａ、８０３ｂ側は、図２Ｂに示す弾性体ポケット８１１ａ、８１
１ｂ下端のポケット開通穴からスライド自在に挿入されていて、側面視は図６Ａに示すよ
うに、被着者Ｗの背中の形状に合わせてＳ字状を呈している。
【００９２】
　これより、帯状弾性体８０ａ、８０ｂは、背骨に干渉することがないため違和感を被着
者Ｗに与えることなく、作業着背面部１０の密着性も高めることができる。
【００９３】
　また、帯状弾性体８０ａ、８０ｂにより常に被着者の姿勢が支えられるので、ランヤー
ド１００の重量が被着者Ｗに生じさせる肉体的な疲労を軽減することができる。
【００９４】
　帯状弾性体８０ａ、８０ｂは適度な弾性を有しながら側面視Ｓ型に加工しやすく軽量で
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あることが望ましい。例えばＣＦＲＰ（炭素繊維強化プラスチック）を用いることができ
るが、これに限定されることは無く、ＦＲＰ、ＣＦＲＴＰなどカーボンやガラス繊維を添
加した繊維強化プラスチック、またはアルミニウム、ステンレス、バネ鋼などの金属を使
用することも可能である。
【００９５】
　また、帯状弾性体８０ａ、８０ｂとバックプレート７０は、前述のようにバックプレー
トポケット８１０の開口部８１３から出し入れ自在の構造である。このため、作業による
汗や汚れが発生した場合は帯状弾性体８０ａ、８０ｂとバックプレート７０を容易に取り
外して安全作業着本体の洗濯が容易に可能である。
【００９６】
　なお、上記実施例において、帯状弾性体８０ａ、８０ｂは各１枚であるが、被着者Ｗの
体力及び作業の質に応じて２枚以上に増加することもできるし、あるいは例えば枚数を変
えずに素材の厚みを変化させたり弾性力の違うものを用意して交換して使用できるように
したりしても良い。
【００９７】
　ここで、帯状弾性体８０ａ、８０ｂは、上側屈曲部８０１に対して下側屈曲部８０２の
弾性係数が高い。例えば、上側屈曲部８０１に対して下側屈曲部８０２の弾性係数は、１
１０％～１５０％である。具体的には、上側屈曲部８０１は、ＣＦＲＰ（炭素繊維強化プ
ラスチック）のプリプレグを６枚重ねにしたものであるのに対して、下側屈曲部８０２は
、プリプレグを８枚重ねにしたものになっており、弾性係数の変化点が上側屈曲部８０１
と下側屈曲部８０２との間になっている。また、弾性係数の変化をなだらかにすると共に
、プリプレグの剥離を防止するために、下側屈曲部８０２に追加されるプリプレグの長さ
は２枚が同一でなく任意の異なる長さ（例えば、一方が＋１０ｍｍ、他方が－１０ｍｍ程
度の不等長）とすることで、なだらかな（弾性係数の）変化に対応した構造としてもよい
。
【００９８】
　以上のように構成された安全作業着は、次のように作用する。
【００９９】
　図５および図６は、安全作業着を装着した被着者Ｗが前屈している状態を示し、作業着
背面部１０の腰から下の部分は身体にほぼ密着したままで、帯状弾性体８０ａ、８０ｂは
身体の曲がりに沿ってＳ字状に湾曲し、このとき帯状弾性体８０ａ、８０ｂには蓄勢が行
われる。
【０１００】
　この結果、被着者Ｗが立ち上がろうとするとき、荷物を持ち上げるときなどには、前屈
から元の姿勢に戻ろうとするいわゆる復元力が作用し、この復元力により身体の回復力が
助勢される。
【０１０１】
　これにより、被着者の作業中の姿勢の変化、荷物の積み降ろし及び移動等に伴う被着者
Ｗの負担を軽減できる。
【０１０２】
　本発明の安全作業着は、高所等で作業中の被着者が落下等した際に、作業着が脱げてし
まわず、かつ該被着者の身体にかかる衝撃を確実に分散させることができるだけでなく、
図５ 、図６で示した形態での使用が可能であることから、荷物の運搬作業従事者、介護
施設の従事者、農作業の従事者等、前屈及び座位姿勢を伴う全ての作業従事者が利用可能
であり、また、長年の作業によってついた動作時の身体の癖の解消・矯正にも有効である
と共に比較的安価に製作することが可能なため、広く普及する可能性を有している。
【０１０３】
　本発明の安全作業着はまた、薄くて軽量な素材で構成されているため、高所以外での作
業においても被着者Ｗの動作の妨げとなりづらく、被着者Ｗが高所での作業と高所以外で
の作業を反復的に繰り返す場合においても都合がよい。
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【０１０４】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明はこれに限定されない。本発明の
趣旨を逸脱しない範囲で、種々の変更が可能である。
【０１０５】
　例えば上記においては肩ベルト、腰ベルト及び太ももベルトが面ファスナーにて係止さ
れる構成について説明したが、これに限定されない。肩ベルト、腰ベルト及び太ももベル
トの構成としては、作業着本体１を被着者Ｗの身体の対応ずる部位に着脱自在に配置しう
る種々の構成が採用されてよい。
【０１０６】
　あるいは例えば図においては、ハーネスを構成する各ベルトを帯状の部材により形成し
た場合を図示したが、これに限定されない。ハーネスを構成する各ベルトは、例えば紐状
の部材により形成されていてもよい。
【０１０７】
　あるいは例えば上記においてはバックプレート７０及び一対の帯状弾性体８０ａ、８０
ｂがそれぞれバックプレートポケット８１０、弾性体ポケット８１１ａ、８１１ｂに内蔵
される構成について説明したが、これに限定されない。
【０１０８】
　バックプレート７０及び一対の帯状弾性体８０ａ、８０ｂは、被着者Ｗの動作を過度に
制限してしまわない限りにおいて、バックプレート７０及び一対の帯状弾性体８０ａ、８
０ｂを被着者Ｗの背面に配置することができるあらゆる方法により、安全作業着に備えら
れていてよい。
【０１０９】
　あるいは上記においてバックプレート７０は、帯状弾性体８０ａ、８０ｂとは、リベッ
ト７０１ａ、７０１ｂにより固定されているがこれに限定されない。安全作業着の使用状
態において、バックプレート７０と帯状弾性体８０ａ、８０ｂとが分離してしまわない十
分な強度を発揮しうるかぎりにおいてあらゆる手法によりバックプレート７０と、帯状弾
性体８０ａ、８０ｂとが固定されていてよいし、あるいはバックプレート７０と、帯状弾
性体８０ａ、８０ｂとが一体的に形成されていてもよい。
【符号の説明】
【０１１０】
　１…作業着本体、２…ハーネス、１０…作業着背面部、２０ａ・２０ｂ…肩ベルト、３
０…腰ベルト、４０ａ・４０ｂ…太ももベルト、５０…縦ベルト、６０…横ベルト、７０
…バックプレート、８０ａ・８０ｂ…帯状弾性体、９０…作業着本体結合部、５０１…ラ
ンヤード被係止部、５０３ａ・５０３ｂ…脇ベルト。
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